
 

水木学区新支部境界(令和８年度総会後から運用開始) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新支部の範囲】 

 
● 水木北 

   水木町１丁目１番～１７番、１９番～２０番、２１番（１３号～１５号） 

● 水木南 

   水木町１丁目１８番、２１番（１３号～１５号を除く）、２２番～３５番 

● 水木西 

   水木町２丁目１番～２７番、３３番～３６番 

● 東大沼 

   東大沼町４丁目 

● 森山東 

   森山町１丁目 

● 森山中 

   森山町２丁目 

森山町５丁目（１０番、１１番を除く） 

大沼町１丁目３３番、３４番２号～４号 

● 森山西 

    森山町３丁目 

森山町４丁目１番２５号～３２号 

大沼町３丁目３２番１号～１９号、３２番２６号、３３番～３７番 

みかの原町１丁目１番～７番、１８番１号～１８号、１９番１号 

みかの原町２丁目 

 

※水木学区の範囲は、日立市児童生徒等の就学に関する規則による。 
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